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○

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
令
第
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
百
五
十
条

農
林
中
央
金
庫
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

第
百
五
十
条

農
林
中
央
金
庫
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
六
条
第
二
号
に
規
定
す

八

農
林
中
央
金
庫
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
六
条
第
二
号
に
規
定
す

る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
際
に
、
農
林

る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
の
連
結
自
己
資
本
比
率
を
算
出
す
る
際
に
、
農
林

水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
社
の
資
産
、
負

水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
社
の
資
産
、
負

債
、
収
益
及
び
費
用
の
う
ち
当
該
会
社
に
投
資
し
て
い
る
農
林
中
央
金
庫
及

債
、
収
益
及
び
費
用
の
う
ち
当
該
会
社
に
投
資
し
て
い
る
農
林
中
央
金
庫
及

び
連
結
子
法
人
等
（
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
で
あ
っ
て
連
結
の
範
囲
に

び
連
結
子
法
人
等
（
農
林
中
央
金
庫
の
子
法
人
等
で
あ
っ
て
連
結
の
範
囲
に

含
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
三
十
号
及
び
第
三
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

含
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
帰
属
す
る
部
分
を
連
結
の
範
囲
に
含
め
る
方

に
帰
属
す
る
部
分
を
連
結
の
範
囲
に
含
め
る
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
場
合

法
を
用
い
よ
う
と
す
る
場
合

九
～
二
十
九

（
略
）

九
～
二
十
九

（
略
）

三
十

専
ら
農
林
中
央
金
庫
の
自
己
資
本
の
充
実
に
資
す
る
資
金
の
調
達
（
以

（
新
設
）

下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
資
本
調
達
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
を

目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
連
結
子
法
人
等
が
農
林
中
央
金
庫
以
外
の
者
か
ら

資
本
調
達
を
行
お
う
と
す
る
場
合

三
十
一

前
号
の
連
結
子
法
人
等
が
資
本
調
達
に
係
る
期
限
前
弁
済
又
は
期
限

（
新
設
）

前
償
還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
期
限
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
弁
済
又
は
償

還
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）


